
五霞町役場で受付できない申告

※古河税務署で申告してください。

□青色申告の方 

□令和7年分以外の申告 

□令和7年中に亡くなられた方の申告 

□消費税・贈与税・相続税の申告　 

□譲渡所得（土地・建物・金地金） 

□株式等の譲渡所得 

□上場株式などの配当所得 

□外国税額控除 

□先物取引の雑所得 

□太陽光発電による所得(初年度の場合) 

□損益通算や繰越控除 

□雑損控除 

□新規に住宅借入金等特別控除を受ける 

□国外に居住している親族を扶養とする申告 
 


